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不
当
要
求
に
屈
し
な
い
た
め	

行
政
執
行
適
正
化
推
進
課
を
設
置

　

岡
山
市
で
は
、不
当
要
求
行
為
や
行
政

対
象
暴
力
へ
の
対
策
と
し
て
、総
務
局
総
務

部
に
行
政
執
行
適
正
化
推
進
課（
以
下「
行

適
課
」と
い
う
）を
設
置
し
て
い
る
。不
当
要

求
行
為
等
に
対
応
す
る
専
門
組
織
で
あ
る
。

設
置
の
き
っ
か
け
は
、業
者
の
強
要
に
応
じ

た
職
員
の
不
正
行
為
だ
っ
た
。２
０
０
３
年

４
月
に
、岡
山
市
が
発
注
し
た
小
規
模
工

事
に
関
す
る
架
空
工
事
や
過
大
支
出
が
発

覚
し
た
の
で
あ
る
。調
査
の
結
果
、２
０
０
０

～
２
０
０
２
年
度
で
約
４
８
０
件
、業
者
へ

の
不
当
な
支
払
額
が
合
計
２
億
円
以
上
に

上
る
こ
と
が
判
明
。時
期
を
前
後
し
て
、選

挙
人
名
簿
の
流
出
や
墓
地
清
掃
委
託
業
務

の
偽
装
入
札
な
ど
も
発
覚
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
事
態
を
重
く
受
け
止
め
た
市

は
、職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の
向

上
と
、不
当
要
求
行
為
等
に
屈
し
な
い
た

め
の
組
織
的
対
策
の
必
要
性
を
強
く
認

識
。岡
山
県
警
と
も
連
携・調
整
を
行
い
、

２
０
０
４
年
４
月
に
行
適
課
が
設
置
さ
れ

た
。課
員
は
プ
ロ
パ
ー
職
員
２
人
と
県
警
か

ら
の
出
向
職
員
２
人
。現
在
は
、県
警
か
ら

出
向
し
て
い
る
警
視
が
課
長
を
務
め
て
い
る
。

当
該
組
織
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、行
適
課
課

長
の
齊
藤
貴
彦
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
「
行
政
組
織
は
セ
ク
ト
意
識
が
強
く
な

り
が
ち
な
の
で
、市
全
体
を
見
渡
せ
る
部
門

横
断
型
の
組
織
と
し
ま
し
た
。県
警
出
向
の

課
長
で
あ
れ
ば
、市
役
所
内
部
に
し
が
ら
み

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、誰
に
も
遠
慮
す
る
こ

と
な
く
適
切
な
対
応
方
針
を
立
て
ら
れ
ま

す
。ま
た
、プ
ロ
パ
ー
職
員
が
加
わ
る
こ
と
で
、

出
向
者
に
は
わ
か
り
に
く
い
各
課
の
現
場

対
応
面
で
知
見
や
人
脈
を
生
か
す
こ
と
が

で
き
ま
す
」。

　
出
向
職
員
が
県
警
の
警
視
級
で
あ
れ
ば
、

所
轄
の
警
察
署
の
幹
部
と
対
等
に
話
が
で

き
る
と
も
い
う
。な
お
、課
長
を
含
め
、行
適

課
員
は
市
民
生
活
局
生
活
安
全
課
の
地
域

安
全
担
当
を
兼
務
し
て
い
る
。

　

対
策
に
お
い
て
行
適
課
が
最
も
重
視
し

て
い
る
の
は
、職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を

徹
底
す
る
こ
と
だ
。コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
は

通
常「
法
令
遵
守
」と
訳
さ
れ
る
が
、岡
山

市
で
は
よ
り
広
く「
公
正
な
行
政
執
行
」と

定
義
し
、「
公
正・公
平・適
法・妥
当
」を
す

べて
の
業
務
の
基
本
と
し
て
い
る
。

　
「
一
部
の
声
の
大
き
な
市
民
が
得
を
し
て
、

不
満
を
持
っ
て
い
て
も
声
を
上
げ
な
い
市
民

が
損
を
す
る
よ
う
な
事
態
を
招
く
こ
と
は
、

行
政
機
関
と
し
て
失
格
で
す
。誰
に
対
し
て

も
同一の
対
応
を
し
、か
つ
、そ
の
対
応
が
他

の
市
民
へ
の
説
明
責
任
に
耐
え
得
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
齊
藤
さ
ん
）。

　

そ
の
た
め
重
要
と
な
る
の
が
、「
不
当

要
求
に
屈
し
な
い
毅
然
と
し
た
姿
勢
」と
、

「
職
員
を
孤
立
さ
せ
な
い
組
織
的
対
応
」

だ
と
い
う
。

行
適
課
の
４
つ
の
役
割

　
行
適
課
の
役
割
は
大
き
く
４
つ
に
分
け

ら
れ
る
。（
1
）現
場
対
応
、（
2
）相
談
業
務
、

（
3
）対
応
指
針
の
作
成
、（
4
）職
員
研
修

の
実
施
で
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
岡
山
市

に
お
け
る
対
策
の
あ
り
方
が
見
え
て
く
る
。

（
１
）現
場
対
応

　
「
行
適
課
は
あ
く
ま
で
対
応
の
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
で
あ
り
、
実
際
に
市
民
や
関
係
業

者
に
対
応
す
る
の
は
各
課
で
す
。
そ
の
た
め
、

各
課
に
お
い
て
不
当
要
求
に
該
当
す
る
か

否
か
の
判
断
と
そ
の
対
応
を
主
体
的
に
行

う
よ
う
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
」
と
齊
藤
さ

ん
は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
①
行
適
課
で
は
個

別
事
案
の
詳
細
を
把
握
で
き
な
い
、
②
職

員
お
よ
び
各
課
が
、
不
当
要
求
対
応
ス
キ

ル
を
身
に
付
け
る
必
要
が
あ
る
、
③
本
庁

舎
か
ら
離
れ
た
庁
舎
に
は
行
適
課
が
す
ぐ

に
臨
場
で
き
な
い
、
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
に
、

後
述
す
る
相
談
業
務
、
対
応
指
針
の
作
成
、

職
員
研
修
な
ど
を
行
う
こ
と
で
、
現
場
対

応
力
を
養
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、不
当
要
求
に
該
当
す
る
か
否
か
の

判
断
に
つ
い
て
は
、「
岡
山
市
不
当
要
求
行

為
等
対
策
規
程
」で
明
確
に
定
義
し
て
い
る
。

不
当
要
求
行
為
や
行
政
対
象
暴
力
に

負
け
な
い
組
織
づ
く
り

　
不
当
要
求
行
為
な
ど
か
ら
職
員
を
守
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
組
織
づ
く
り
が
求
め

ら
れ
る
の
か
。
岡
山
市
で
は
、
県
警
と
連
携
し
て
部
門
横
断
型
の
専
門
組
織
を
設
置
し
、

職
員
研
修
や
個
別
相
談
な
ど
き
め
細
か
な
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。
担
当
課
長
に
話
を
う

か
が
っ
た
。

岡
山
県
岡
山
市

事
例
─
●❶

総務局総務部行政執行適正化推進課
課長の齊藤貴彦さん
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不
当
要
求
行
為
等
の
定
義

「
不
当
要
求
行
為
等
」と
は

　
①
暴
力
的
行
為

　
②
威
迫
す
る
言
動

　
③
そ
の
他
の
不
当
な
手
段

　
に
よ
り
、本
市
に
対
し
て

公
正
な
職
務
の
遂
行
を
損
な
う
お
そ
れ
の

あ
る
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
も
し
、各
課
で
不
当
要
求
行
為
等
だ
と

判
断
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
生
じ
、課
で
の
対
応

に
迷
う
場
合
に
は
、行
適
課
に
電
話
で
相
談

し
、口
頭
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
こ
と
を
基

本
的
な
流
れ
と
し
て
い
ま
す
。本
庁
舎
で
あ

れ
ば
、行
適
課
員
が
現
場
に
出
向
い
て
対
応

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」（
齊
藤
さ
ん
）。

（
２
）相
談
業
務

　
行
適
課
で
は
、各
課
か
ら
の
相
談
を
常
時

受
け
付
け
て
い
る
。た
と
え
不
当
要
求
行
為

等
だ
と
判
断
で
き
な
い
場
合
で
も
、相
談
は

可
能
だ
。直
近
５
年
の
新
規
相
談
受
理
件

数
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

⚫
17
年
度
：
１
０
７
件

　
（
う
ち
不
当
要
求
認
定
12
件
）

⚫
18
年
度
：
１
０
３
件（
同
15
件
）

⚫
19
年
度
：
78
件（
同
11
件
）

⚫
20
年
度
：
１
２
０
件（
同
12
件
）

⚫
21
年
度
：
86
件（
同
６
件
）

　

不
当
要
求
と
認
定
さ
れ
た
件
数
に
比
べ

て
、相
談
件
数
が
か
な
り
多
い
。こ
の
数
字

か
ら
、「
必
ず
し
も
不
当
要
求
行
為
等
で
な

く
て
も
、判
断
に
迷
え
ば
行
適
課
に
相
談

で
き
る
」と
い
う
職
員
の
意
識
が
う
か
が
え

る
。ま
た
、相
談
を
受
け
た
案
件
に
つ
い
て
は
、

事
案
が
終
結
す
る
ま
で
相
談
者
や
課
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
。終
結
し
て
い
な

い
継
続
案
件
は
、常
に
10
～
20
く
ら
い
あ
る
。

　

具
体
的
な
事
案
と
し
て
は
、た
と
え
ば
、

補
助
金
申
請
手
続
き
に
関
す
る
職
員
の
誤

教
示
に
対
し
て
市
長
か
ら
の
謝
罪
を
要
求

し
た
不
当
要
求
事
案
、福
祉
事
務
所
窓
口

で
相
談
中
に
激
高
し
、職
員
の
胸
ぐ
ら
を
つ

か
ん
だ
不
当
要
求
事
案
、保
育
園
児
の
保

護
者
同
士
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た

保
育
園
の
対
応
方
針
な
ど
が
あ
る
。

（
３
）対
応
指
針
の
作
成

　
行
適
課
で
は
、想
定
さ
れ
る
主
な
ケ
ー
ス

と
対
応
を
ま
と
め
た
Ｑ
＆
Ａ
を
作
成
し
、庁

内
Ｌ
Ａ
Ｎ
に
ア
ッ
プ
し
た
り
、研
修
で
配
布

し
た
り
し
て
い
る
。た
と
え
ば
、以
下
の
よ

う
な
項
目
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

【
ケ
ー
ス
例
】

⚫
市
長
に
会
わ
せ
ろ
と
要
求
し
て
き
た
場

合
の
措
置

⚫
長
時
間
居
座
っ
て
退
席
し
な
い
場
合
の

措
置

⚫
長
時
間
に
わ
た
る
電
話
や
執
拗
な
電
話

の
場
合
の
措
置

⚫
市
側
の
仕
事
の
ミ
ス
を
口
実
に
謝
罪
等

を
要
求
さ
れ
た
場
合
の
措
置

　
い
ず
れ
の
ケ
ー
ス
に
も
共
通
す
る
の
は
、

「
必
ず
複
数
の
職
員
で
対
応
す
る
」「
経
過

と
状
況
を
記
録・録
音
す
る
」「
暴
行
な
ど

緊
急
の
場
合
は
そ
の
場
で
１
１
０
番
通
報

す
る
」の
３
点
だ
。ま
た
、「
原
則
的
に
、直

接
対
応
す
る
の
は
現
場
の
職
員
ま
た
は
直

属
上
司
ま
で
と
し
て
、課
の
意
思
決
定
権
者

と
な
る
課
長
に
は
客
観
的
な
状
況
判
断
を

担
保
さ
せ
る
た
め
対
応
さ
せ
な
い
よ
う
に
し

て
い
ま
す
」と
齊
藤
さ
ん
。た
だ
、Ｑ
＆
Ａ
に

掲
載
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
総
論
的
な
内

容
だ
。具
体
的
な
対
応
マ
ニュ
ア
ル
は
各
課

で
個
別
に
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。そ

の
た
め
の
個
別
の
問
い
合
わ
せ
や
相
談
に
は
、

も
ち
ろ
ん
行
適
課
が
協
力
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、職
員
への
周
知
も
怠
ら
な
い
。相

談
を
受
け
た
内
容
な
ど
を
基
に
、不
当
要

求
事
例
や
そ
の
対
応
方
法
な
ど
を
毎
月
１

回
の『
行
適
課
だ
よ
り
』に
掲
載
し
、庁
内
Ｌ

Ａ
Ｎ
で
全
職
員
に
発
信
し
て
い
る
。

（
４
）職
員
研
修
の
実
施

　

岡
山
市
で
は
、次
に
挙
げ
た
不
当
要
求

行
為
等
対
策
研
修
を
行
って
い
る
。

❶
新
規
採
用
職
員（
年
度
始
め
な
ど
）

❷
所
属
長
な
ど（
年
度
始
め
な
ど
）

❸
係
長
以
下
の
一
般
職
員（
毎
月
２
回
）

❹
出
前
研
修
な
ど（
随
時
）

　

❸
の
開
催
頻
度
が
高
い
の
は
、す
べ
て
の

職
員
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら

だ
。全
職
員
が
少
な
く
と
も
５
年
に
１
回
は

受
け
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
と
い
う
。ま

た
❹
は
、各
区
役
所
、教
育
事
務
、保
育
園

園
長
会
、放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
な
ど
か
ら

要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
実
施
し
て
い
る
。

　

研
修
の
内
容
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
な
る
。

研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム

１
）
行
適
課
員
に
よ
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン

グ～
対
応
が
不
適
切
な
職
員
の
例
を

示
す

２
）
講
義「
不
当
要
求
行
為
等
対
策
の
基

	

本
と
警
察
業
務
」

～
行
適
課
課
長
が
、基
本
的
な
心
構

え
や
対
応
方
針
に
つ
い
て
解
説

 

 

①① 動動画画をを撮撮っっててネネッットトににああげげるるぞぞ！！  

      公公務務員員ににはは肖肖像像権権がが認認めめらられれてていいなないいかからら文文句句はは言言ええなないい。。  

      ややめめててくくだだささいい。。（（公公務務員員ににもも肖肖像像権権ははあありりまますす。。））庁庁舎舎内内でで勝勝手手にに撮撮影影ででききまませせんん。。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 
 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  

  

 

  

  

行適課 
３５６０～３５６２ 

内内線線  

８０３－１０８５ 

 
外外線線  

 

行適推進課だより 

令令和和３３年年  

今年度は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、不当要求行為等対策研修が予定どおり実施できて

いませんが、不当要求行為は相変わらず発生しており、平素から不当要求行為等へ備えておくことが大切

です。以下、よく寄せられる質問の Q&A を掲載しますので、適切な対応を心がけてください。 

②② 長長時時間間ににわわたたるるししつつここいい電電話話のの場場合合、、一一方方的的にに電電話話をを切切っっててよよいいかか？？  

      相相手手にに対対ししてて失失礼礼ななののでで、、相相手手がが電電話話をを切切るるままでで話話をを聞聞くく。。 

      説説明明をを尽尽くくししたた上上でで、、「「既既にに用用件件はは終終了了ししままししたた。。」」とと一一方方的的にに切切っってて問問題題ははなないい。。  

 

③③ 長長時時間間居居座座っってて帰帰っっててくくれれなないい 

      相相手手がが納納得得ししなないいととななかかななかか帰帰れれととはは言言ええなないい。。 

      用用件件がが終終了了ししたたここととをを伝伝ええるる→→(それでもだめなら)退退去去をを求求めめるる→→(それでもだめなら)警警察察にに通通報報 

不当要求行為等対策Ｑ＆Ａ（悪い例× 良い例○） 

■■相相手手方方がが、、無無許許可可でで職職員員をを撮撮影影（（静静止止画画・・動動画画をを含含むむ））ししよよううととししたた場場合合、、相相手手方方へへ「「撮撮影影ははややめめててくく

だだささいい」」とと警警告告ししてて、、撮撮影影拒拒否否のの意意思思表表示示をを明明確確にに伝伝ええるるととととももにに、、相相手手方方ののカカメメララ等等をを手手ででふふささぐぐなな

どどししてて、、物物理理的的にに撮撮影影さされれなないいよよううししててくくだだささいい。。  

■■庁庁舎舎内内ででのの撮撮影影はは許許可可制制（（岡岡山山市市庁庁舎舎管管理理規規則則第第 1111 条条））ににななっってていいるるたためめ、、そそのの旨旨をを相相手手方方にに伝伝ええ、、

撮撮影影をを断断りりままししょょうう。。  

■■他他都都市市事事例例：：船船橋橋市市無無許許可可撮撮影影事事件件  

庁庁舎舎管管理理規規則則にに違違反反しし、、職職員員をを無無断断撮撮影影しし、、イインンタターーネネッットト上上にに公公開開。。  

令令和和 22 年年 66 月月千千葉葉地地裁裁がが無無許許可可撮撮影影をを禁禁止止すするる判判決決をを出出ししたた。。  

■■一一般般的的ににはは、、市市ととししてて行行ううべべきき説説明明をを尽尽くくししたたににもも関関わわららずず、、堂堂々々巡巡りりのの状状況況にに至至っってていいるるののででああれれ

ばば、、  

「「おお話話はは以以前前かからら伺伺っってておおりりまますすがが、、○○○○ははででききまませせんん。。何何度度説説明明ささせせてていいたただだいいててもも同同じじでですすかからら、、電電

話話をを切切ららせせてていいたただだききまますす。。」」  

「「結結論論はは変変わわりりまませせんん。。長長時時間間のの電電話話はは、、職職務務にに影影響響ががあありりまますすののでで電電話話をを切切ららせせてていいたただだききまますす。。」」  

等等のの告告知知ををししたたううええでで電電話話をを切切れればばよよいい。。  

■■会会話話内内容容がが脅脅迫迫的的行行為為にに及及ぶぶ可可能能性性ももああるるののでで、、会会話話をを録録音音すするるこことと。。  

■■無無理理難難題題をを通通すすたためめ執執拗拗にに居居座座りり続続けけるる場場合合やや、、市市のの説説明明にに納納得得せせずず長長時時間間自自分分のの主主張張をを続続けけるるよようう

なな場場合合はは、、毅毅然然ととししたた態態度度をを保保ちち、、無無用用なな迎迎合合ははししなないいとといいううののがが基基本本でですすがが、、重重要要ななののはは法法的的措措置置もも辞辞

ささなないいとといいうう強強いい気気持持ちちでですす。。  

★★不不退退去去罪罪（（刑刑法法１１３３００条条））  

正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、人人のの住住居居若若ししくくはは人人のの看看守守すするる邸邸宅宅、、建建造造物物若若ししくくはは艦艦船船にに侵侵入入しし、、又又はは要要

求求をを受受けけたたににももかかかかわわららずずここれれららのの場場所所かからら退退去去ししななかかっったた者者はは、、３３年年以以下下のの懲懲役役又又はは１１００万万円円以以下下のの

罰罰金金にに処処すするる。。※※立立件件ににはは、、告告知知やや警警告告等等所所要要のの要要件件がが必必要要ななここととにに注注意意。。  

新規内訳…北区役所１件、保健福祉局１件、岡山っ子育成局１件、消防局１件、 

選挙管理委員会事務局１件、 

【うち不当要求事案】 ０件 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

岡山市広聴主任者設置規則第４条第１項第２号では、「文書によらない要望等については、口頭その他

適当と認められる方法により回答すること。」と規定されています。よって、相手から文書での回答を

求められても、組織で検討した結果、文書回答の必要性がないと判断した場合は、口頭回答が可能です。 
 

文文書書回回答答要要求求想想定定事事例例  

 

行適推進課だより 
令令和和３３年年  

悪悪質質ククレレーーママーーへへのの対対応応策策  

不不当当なな文文書書回回答答要要求求ににはは応応じじるるなな！！  

    行適課 ３５６０～３５６２ 内内線線  ８０３－１０８５ 外外線線  

過過去去、、市市側側ににミミススががああるるかかもも知知れれなないい又又ははミミススががああっったたとといいうう場場合合等等でで、、悪悪質質ククレレーーママーーのの

迫迫力力にに負負けけてて、、念念書書やや謝謝罪罪文文ををそそのの場場ししののぎぎでで書書いいててししままっったた事事例例ががあありりままししたた。。  
ままたた、、相相手手ととのの交交渉渉でで、、長長時時間間のの拘拘束束、、いいわわゆゆるる軟軟禁禁状状態態ににななりり、、逃逃れれたたいい・・解解放放さされれたたいい

一一心心でで相相手手のの言言わわれれるるまままま事事実実にに反反すするる内内容容をを書書面面化化ししててししままううとと、、後後にに訴訴訟訟ととななっったた場場合合、、

不不利利なな証証拠拠ととななるる可可能能性性ももあありりまますす。。  

新規内訳…財政局１件、北区役所１件、保健福祉局１件、岡山っ子育成局２件、教育委員会１件、 
下水道河川局１件 

【うち不当要求事案】 ０件 
   

大変申し訳ございませんでした。謝罪文を書きますので、これで勘弁してください。 

不快な思いをされたのであれば、それについては謝罪しますが、謝罪文を書くことはできま

せん。 
○○  

心心構構ええ        何何ががああっっててもも交交渉渉のの場場でではは念念書書、、謝謝罪罪文文等等はは書書かかなないい！！  

市民からの要望等に対して、その場しのぎで相手の求めに応じ、安易に文書回答してしまうと、新たな

問題に発展する場合があります。文書回答の必要性については、担担当当者者だだけけでで判判断断せせずず、、必必ずず組組織織でで検検討討

すするることが重要です。その際は岡山市広聴主任者設置規則を根拠として適切に対応しましょう。 

分かりました。早急に文書で回答します。 
文書回答が必要と組織で判断した場合は文書で回答しますが、必要がないと判断した場合は

口頭で回答します。 

「口頭での説明に納得できない。文書で回答しろ！」 

「担当者の対応が悪く、不快な思いをした。今すぐに謝罪文を書け！」 

××  

そそのの場場でで文文書書のの作作成成をを迫迫るるよよううなな不不当当なな要要求求ににはは、、「「要要求求ににはは応応じじらられれまませせんん」」とと毅毅然然ととししたた

対対応応をを取取りりままししょょうう。。  

××  

○○  

悪質クレーマーへの対応策
（令和3年5月号）

不当要求行為等対策Ｑ＆Ａ
（令和3年11-12月合併号）
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３
）
講
義「
不
当
要
求
行
為
等
に
対
す
る					

具
体
的
対
応
策
」

～
県
警
Ｏ
Ｂ
の
行
適
課
員
が
説
明

４
）
行
適
課
員
に
よ
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン

グ

　
　
～
１
）と
同
じ
内
容
で
適
切
な
例

5
）
受
講
者
に
よ
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ					

体
験

～
行
適
課
員
が
ク
レ
ー
マ
ー
役
と

な
り
、受
講
者
が
対
応
方
法
を
体

験
学
習

6
）
質
疑
応
答

　
❶
の
新
規
採
用
職
員
対
象
の
研
修
は
時

間
の
都
合
で
講
義
だ
け
を
行
う
こ
と
が
多

い
が
、❷
❸
と
❹
の
一
部
に
お
い
て
は
２
時

間
半
を
か
け
て
す
べ
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実

施
す
る
。不
適
切
な
例
を
見
て
も
ら
っ
た
う

え
で
心
構
え
や
対
応
方
法
の
基
本
を
解
説

し
、適
切
な
例
に
よ
り
対
応
方
法
の
確
認
を

行
う
。さ
ら
に
、受
講
者
自
ら
が
実
際
に
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
ン
グ
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
か
り
や
す
く
、自
分
事
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
だ
。

行
適
課
の
業
務
を
担
保
す
る
規
程

　
こ
う
し
た
対
策
を
明
文
化
し
た
も
の
に

は
、前
述
し
た「
岡
山
市
不
当
要
求
行
為
等

対
策
規
程
」に
加
え
て
、「
岡
山
市
行
政
執

行
適
正
化
推
進
委
員
会
設
置
規
程
」が
あ

る
。行
適
課
の
取
り
組
み
が
部
門
横
断
的

に
機
能
し
て
い
る
の
は
、こ
れ
ら
の
規
程
に

よ
って
担
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

規
程
の
内
容
に
つ
い
て
は
、前
者
で
は

「
不
当
要
求
行
為
等
の
定
義
」「
不
当
要

求
行
為
等
対
策
責
任
者
」「
職
員
の
責
務
」

「
研
修
の
実
施
」な
ど
が
定
め
ら
れ
、後
者

で
は
、行
政
執
行
適
正
化
推
進
委
員
会
の

「
所
掌
事
務
」「
組
織
」「
関
係
機
関
等
と

の
連
携
」「
不
当
要
求
行
為
等
対
策
部
会

等
の
部
会
」な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

岡
山
市
行
政
執
行
適
正
化
推
進
委
員

会
は
、市
を
挙
げ
て
対
策
す
べ
き
特
異
な
案

件
が
生
じ
た
場
合
に
開
催
さ
れ
る
。委
員
は
、

総
務
局
担
当
副
市
長（
委
員
長
）、そ
の
他

の
副
市
長（
副
委
員
長
）、各
局
長
級
職
員

か
ら
構
成
さ
れ
、行
適
課
が
事
務
局
と
な
る
。

他
部
署
や
外
部
機
関
と
の
連
携

　
行
適
課
で
は
、内
外
と
の
連
携
も
積
極
的

に
行
って
い
る
。

●
庁
内
に
お
け
る
連
携
例

　

私
有
地
の
道
路
使
用
を
め
ぐ
る
事
案
。

当
該
の
土
地
は
公
道
認
定
さ
れ
、市
道
と

し
て
共
用
さ
れ
て
い
た
が
、土
地
所
有
者

が
、車
両
の
通
行
拒
否
、道
路
工
事
等
で
の

使
用
拒
否
、道
路
地
下
の
上
水
道
管
の
撤

去
な
ど
を
求
め
て
き
た
と
い
う
。行
適
課
は
、

関
係
す
る
道
路
担
当
課
、水
道
担
当
課
な

ど
と
情
報
共
有
お
よ
び
対
応
の
統一を
図
る

と
と
も
に
、法
的
問
題
の
整
理・確
認
の
た

め
総
務
法
制
企
画
課
法
務
担
当
を
通
じ
て

顧
問
弁
護
士
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
。現

在
は
土
地
所
有
者
に
対
し
毅
然
と
し
た
対

応
を
行
って
い
る
。

●
外
部
機
関
と
の
連
携
事
例

　
消
防
職
員
に
対
す
る
公
務
執
行
妨
害
事

案
。消
防
法
に
基
づ
く
指
導
を
す
る
た
め
、

あ
る
消
防
署
職
員
が
対
象
店
舗
を
訪
ね
る

や
否
や
、店
舗
関
係
者
が
ハ
サ
ミ
で
威
嚇
し

な
が
ら
職
員
を
追
い
か
け
て
き
た
と
い
う
。

翌
日
、消
防
局
経
由
で
報
告
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、行
適
課
は
事
実
関
係
を
確
認
。消
防

局
に
管
轄
警
察
署
に
被
害
届
を
提
出
す
る

よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、管
轄
警
察
署
に

も
連
絡
を
入
れ
た
。店
舗
関
係
者
は
後
日
、

公
務
執
行
妨
害
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。

　
な
お
、暴
力
団
事
案
に
つ
い
て
は
、日
頃
か

ら
県
警
や
岡
山
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ

ン
タ
ー
と
情
報
共
有
し
て
い
る
。

変
化
に
応
じ
た
対
策
を
継
続
的
に

　
近
年
は
、暴
力
団
に
関
わ
る
事
案
が
減
少

傾
向
に
あ
り
、一
般
市
民
の
案
件
が
増
え
て

い
る
と
い
う
。２
０
２
２
年
３
～
４
月
に
市
職

員（
約
５
４
０
０
人
）を
対
象
に
行
っ
た「
不

当
要
求
行
為
等
へ
の
対
応
等
に
つ
い
て
の
実

態
調
査
ア
ン
ケ
ー
ト
」に
よ
る
と
、「
不
当
要

求
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
」と
回
答
し
た
職

員
は
有
効
回
答
者
の
30
％
強
に
及
び
、う
ち

70
％
以
上
が
市
民
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。そ
れ

に
つ
い
て
齊
藤
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
話
す
。

　
「
職
員
の
言
動
な
ど
小
さ
な
き
っ
か
け

で
急
に
激
高
し
、
不
当
要
求
に
及
ぶ
市
民

の
方
も
い
ま
す
。
そ
の
要
求
内
容
も
従
前

多
か
っ
た
金
銭
要
求
が
減
り
、
最
近
は
特

別
待
遇
要
求
や
過
度
の
謝
罪
要
求
な
ど
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
当
課
で
は
そ
う
し

た
変
化
に
応
じ
な
が
ら
、
対
応
の
重
要
性

や
方
法
に
つ
い
て
引
き
続
き
職
員
に
周
知

徹
底
す
る
所
存
で
す
」。

　
岡
山
市
に
お
け
る
不
当
要
求
対
策
の
両

輪
は
、「
職
員
研
修
」と「
個
別
相
談
」だ
と

い
う
。
多
く
の
職
員
が
研
修
を
受
け
、
ま

た
、
行
適
課
へ
の
相
談
を
通
じ
て
不
当
要

求
に
対
す
る
毅
然
と
し
た
姿
勢
と
組
織
的

対
応
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
を
継
続
で
き
て
い
る
の
は
、
専

門
組
織
を
設
置
し
た
市
の
方
針
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

講義では、クレームと不当要求の違いや不当要求行為の
定義なども具体的に解説


